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東証先物・オプション取引の取扱い開始について 

 
 

弊社は、本日より、（株）東京証券取引所の先物・オプション取引を清算対象取引

とし、当該取引に係る清算業務を開始いたしました。 

株券等の市場取引につきましては、昨年１月１４日よりその清算業務を行っており

ますが、この度東証で取引が行われた先物・オプション取引につきましても取扱いを

開始することにより、証券取引の決済における利便性及び効率性の一層の向上が図ら

れることとなります。 

今後とも、皆様の御期待にお応えできるよう努力して参りますので、引き続き、関

係各位の御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

以 上 

 

＜本件に関する御照会先＞ 

（株）日本証券クリアリング機構（電話 03-3665-1234（代）） 


